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第１章 計画策定の基本的事項

第１節 計画策定の趣旨

 町におけるごみ処理は、環境保全や住民生活の向上に不可欠な重要な課題で

あり、適切なごみ処理の実施は、資源循環社会の構築に貢献するものです。廃棄

物及び清掃に関する法律（ 以下、「 廃棄物処理法」という。）第６条第２項に基づ

く この基本計画は、町内の一般廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進、効率的か

つ適正な処理を実現するために必要な基本的事項を定めるものです。  

 この計画の策定により、町の現状を踏まえた廃棄物処理の方向性を明確にし、

関係者全員の協力のもとで、持続可能な廃棄物処理システムを構築することを

目的としています。  

計画で定めるべき事項

１ 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

  町内で発生する一般廃棄物の量を予測し、今後の人口動態や生活様式の変

化を反映した発生量の見込みを立てます。また、発生した廃棄物をどのように

処理するかについて、処理量の見通しを明示し、必要な処理施設や設備の整備

に関する方針を決定します。  

２ 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

  廃棄物の発生抑制は環境負荷を低減するために重要です。この計画では、廃

棄物の発生を抑えるための方策として、リデュース（ 減量）、リユース（ 再利

用）、リサイクル（ 再生利用） を基本とし、その他ごみ減量を推進するための

具体的な取り組みを定めます。これには、啓発活動や教育、事業者との協力体

制の強化が含まれます。  

３ 分別収集するものとして一般廃棄物の種類・ 分別の区分

  本町での廃棄物の分別収集方法について明確に定めます。収集対象となる

廃棄物の種類（ 可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみなど）や、それぞれの分別区分

を具体的に示すことで、住民が分別しやすくなるような方針を示します。また、

分別収集の徹底を図るため、住民向けの啓発活動や指導を充実させます。  

４ 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

  廃棄物を適正に処理するための基本的な方針を定めます。これには、適切な

処理方法（ 焼却、埋立、リサイクル等）の選定や、処理業者の管理基準を定め

ることが含まれます。また、一般廃棄物の適正な処理については、第２章-第

２節の１ （ １） で示すとおり各一部事務組合において中間処理及び最終処分
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を行います。  

５ 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

  廃棄物の処理に必要な施設の整備に関する計画を立てます。老朽化した処

理施設の改修や新規施設の建設が必要な場合、その規模、立地、処理能力につ

いて詳細に検討します。また、施設の運営管理方法や、効率的で環境に優しい

技術の導入も視野に入れ検討します。  

６ その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

  その他、廃棄物処理に関して必要となる事項を定めます。これには、特定の

廃棄物（ 家電製品、危険物等）の取り扱い方針、住民や事業者との協力体制を

強化するための取り組み、処理料金の設定などが含まれます。また、地域ごと

の特性を踏まえた廃棄物処理方法の工夫も考慮します。  

第２節 計画の範囲

１ 対象となる廃棄物

  本計画は、計画対象区域内で発生する一般廃棄物（ ごみ）を対象とします。  

２ 対象区域

  本計画は、南知多町全域を対象区域とします。  

３ 計画期間

  本計画の期間は、令和８年度（ 2026年度）から令和17年度（ 2035年度） ま

での10年間とします。  

  なお、この計画期間において、計画策定の前提となる諸条件に大きな変動が

あった場合などには、必要に応じて計画内容の見直しを行うものとします。  

４ 計画の構成・ 位置づけ

  一般廃棄物処理計画は、長期的視点にたった一般廃棄物の処理に関する基

本的な事項について定める基本計画（ 一般廃棄物処理基本計画）と、基本計画

に基づき年度ごとに収集運搬及び処理などの事業について定める実施計画

（ 一般廃棄物処理実施計画） から構成されています。  

  本計画は、廃棄物処理法第６条第２項に基づく計画で、本町が長期的・計画

的に処理を行うため、現状と課題を整理し、町内で発生するごみをいかに処理

し、また減量するか等の基本的な方針等を定めるものです。  

  また、ごみの減量や適正処理に向けた施策を総合的・計画的に推進していく

ための計画であり、「 循環型社会形成推進基本法」 が示す循環型社会の構築に

向けた施策を進めていくための計画でもあります。  
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           一般廃棄物処理基本計画     一般廃棄物処理実施計画 

              （ 長期計画）           （ 各年度計画）  

  一般廃棄物      ごみ処理基本計画        ごみ処理実施計画 

処理計画      生活排水処理基本計画      生活排水処理実施計画 

図 1-2-1 計画の位置づけ

第３節 地域の概要

１ 地理的・ 地形的特性

  本町は、愛知県知多半島南部に位置し、半島の先端と沖合に浮かぶ篠島・日

間賀島等の島々 からなっています。北は美浜町、東は三河湾、南西は伊勢湾に

面し、面積は38. 23  あります。また、東西に15. 0㎞、南北に12. 1㎞の町

で、北西部の伊勢湾側には半島最高峰の高峰山128ｍがあり、北部に低く南部

に高い地形となっています。昭和36年6月1日に当時の内海町、豊浜町、師

崎町、篠島村、日間賀島村の５か町村の合併により誕生しました。  

  古くは、天然の入江を利用した良港に恵まれ漁業が発達しました。江戸時代

には東西海上交通の要衝の地として海運業も盛んとなり、町内にも多くの船

主が千石船を有する程隆盛を極めました。なお、当時の船主屋敷である尾州廻

船内海船船主内田佐七家（ 南知多町指定文化財） を平成18年より修復し公開

しています。現在においても水産業の生産基盤として漁港の整備を計画的に

進め、都市地域への生鮮な魚介類を供給する魚の町・漁業の基地として発展し

ています。また、農業も昭和36年愛知用水の完成以降急速に進展し、土地改

良・農地造成事業を進め生産基盤の確立を図り、都市近郊農業地帯となってい

ます。  

  観光においては、本地域は三河湾国定公園、南知多県立自然公園に指定され

た自然環境に恵まれており、海水浴場や名所・ 旧跡、文化財、祭りなど豊富な

観光資源を有しています。また、新鮮な活け魚料理を味わうことができ、漁業

体験やイチゴ狩りなど体験型観光や海釣り、天然温泉が楽しめるなど四季を

通じた観光地となっています。  

２ 気候的特性

  気象概要を表1-3-1に、月別降水量と気温を図1-3-2に示します。  
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  本地域（ 南知多アメダス観測所）の気温は、過去５年間の日平均気温の年間

平均値が16. 86度と温暖な気候に恵まれています。  

  過去５年間の平均年間降水量は1802. 2mmであり、７月の降水量が最も多く 、

次いで９月が多くなっています。  

気象概要（ 南知多アメダス観測所）  

     区分 

年 

気温（ ℃）  年間降水量 

(mm) 日平均 日最高 日最低 

令和元年 16. 8 20. 9 13. 3 1625. 5

令和２年 16. 9 21. 00 13. 3 1960. 0

令和３年 16. 8 20. 9 13. 1 2064. 5

令和４年 16. 7 20. 8 13. 0 1677. 5

令和５年 17. 1 21. 6 13. 1 1683. 5

５か年平均 16. 86 21. 04 13. 16 1802. 2

注） 表中の「 日平均」「 日最高」「 日最低」 は、年間平均値である。

表 1-3-1 気象概要（ 南知多アメダス観測所）

注） 上記の数値は、令和元年から令和５年の平均値である。 

出典： 名古屋地方気象台 

図 1-3-1 月別降水量と気温（ 南知多アメダス観測所）
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３ 人口動態

  本町の人口及び世帯数の推移を図1-3-3、自然動態の推移を図1-3-4、社

会動態の推移を図1-3-5に示します。近年、人口は年間約２～３％の減少を

続けていますが世帯数はわずかに減少している状況です。世帯数は増加傾向

にありますが、人口は減少してきています。この人口減少の要因をみると、

自然動態（ 出生・ 死亡） では、死亡数が出生数を上回っており、社会動態に

おいてはわずかに転出数が転入数を上回っています。  

出典:住民基本台帳： 各年３月末  

図 1-3-2 人口及び世帯数の推移

出典： 住民基本台帳  

図 1-3-3 自然動態の推移
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※転出には「 その他」 事由も含む。   出典： 住民基本台帳 

図 1-3-4 社会動態の推移

４ 産業構造

  本町の産業別従業者数と割合の推移を表1-3-2 と図1-3-5 に、業種別従業

者数割合を図1-3-6に示します。産業構造について就業者数から見ると、人口

の減少に伴い就業者総数も減少傾向にあります。第１次産業就業者数、第２次

産業就業者数及び第３次産業就業者数はいずれも減少傾向となっています。  

  業種別に就業者数をみると、製造業（ 19. 7％）が大きな割合を占めており、

続いて卸売業・ 小売業（ 12. 8％）、漁業（ 11. 8％）、宿泊業，飲食サービス業

（ 11. 5％） が高い割合となっています。  

※第3次産業には分類不能を含む。 

出典： 国勢調査  

表 1-3-2 産業別従業者数の推移
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第2次産業 24. 3% 24. 2% 24. 7%

第3次産業 57. 1% 56. 9% 57. 5%
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出典： 国勢調査  

図 1-3-5 産業別就業者数割合の推移

出典： 令和２年国勢調査

図 1-3-6 業種別従業者数割合
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５ 土地利用状況

  本町の土地利用状況を図1-3-7に示します。  

  土地利用の構成比としては「 山林」 が最も多く 36. 7％を占めます。次いで

「 畑」 が多く 35. 5％、「 宅地」 が12. 5％と続きます。  

※「 その他」 には雑種地や道路等が含まれる。  

 出典： 愛知県統計年鑑  

図 1-3-7 土地利用状況

６ インフラの状況

  本町は、海岸沿いに国道 247 号線と中央に南知多道路が走っており、鉄道

駅は名古屋鉄道知多新線が通っており内海駅があります。  

  上水道普及率は100％（ R３年３月31日）、汚水処理人口普及率は46. 8％（ R

６年度末） となっています。  

  町内の教育機関としては、小学校が５校、中学校が２校、高等学校が１校、

存在しています。  

第２章 ごみ処理基本計画

第１節 ごみ分別収集等ごみ減量化の変遷

 ごみ（ 廃棄物）とは、自ら利用したり他人に有償で譲り渡したりすることがで

きず不要になったもので、家庭等から発生するごみや し尿などの一般廃棄物と

事業活動に伴って生じる産業廃棄物があります。  

 一般廃棄物は市町村が処理し、産業廃棄物は排出事業者の責任で処理を行わ

なければなりません。  
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 本町は、ごみ処理による環境への影響や最終処分場に限りがあること、さらに

は資源の枯渇などの諸問題を解決すべく 、ごみの分別・減量化を進めています。  

(1) 生ごみたい肥化容器等設置奨励補助

  排出段階での減量を目的として、家庭ごみの自己処理を推進するため、生ご

みたい肥化容器（ 昭和62年度から）、電動生ごみ処理機（ 平成12年度から）

の購入者に対し、購入費用の一部を補助しています。  

(2) 食用廃油回収

  川や海を汚さないようにするため、役場本庁や公民館等の施設で食用廃油

の拠点回収を行い、廃油のリサイクル化を図っています。  

(3) 資源ごみ再利用推進

  資源ごみ回収団体が実施する集団回収の普及促進を図るため、回収団体及

び回収業者に報償金を支払っています。  

(4) 生ごみたい肥化資材配布事業

  家庭の生ごみを自宅でたい肥化するため、アスパを役場及びサービスセン

ターで無料配布しています。また、アスパ作成については町内の障がい者福祉

施設に委託することで、障がい者の雇用にも貢献しています。  

(5) 資源ごみの分別収集

  リサイクル率の向上を目指し、月２回の頻度で地区におけるびん類、缶類、

紙・ 布類、ペットボトル、不燃物の分別収集を実施しています。（ 平成９年度

から実施）

(6) 家庭系指定ごみ袋制度の導入

  ごみ減量化・分別化の徹底を図るため、生活系ごみの指定ごみ袋制度を実施

しています。（ 平成13年度から実施）  

(7) 使用済小型家電の分別回収事業

  家電リサイクル法対象品以外の使用済小型家電（ パソコンや携帯電話等）の

分別収集を知多南部クリーンセンターで実施し、レアメタルを始め金属資源

のリサイクルを推進しています。（ 平成26年度から実施）  

(8) ミックスペーパーの分別回収事業

  ごみの減量化・資源化のため、家庭系可燃ごみに含まれるミックスペーパー
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の分別収集を実施しています。（ 平成29年度後期から実施）  

(9) プラスチック製容器包装の分別回収事業

  ごみの減量化・資源化のため、家庭系可燃ごみに含まれるプラスチック製容

器包装の分別収集を実施しています。（ 令和３年度から実施）  

(10) 家庭系可燃ごみ袋の有料化の実施

  ごみの減量化・分別化の更なる徹底を図るため、排出量の多い家庭系可燃ご

み袋の有料化を実施しています。（ 令和３年度から実施）  

(11) 草・ 剪定枝・ 竹の資源化

  資源化を進めるため、知多南部クリーンセンターに直接搬入された草・剪定

枝等をたい肥化しています。（ 令和３年度から実施）  
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第２節 ごみの収集及び処理に関する現状と課題

１ ごみの収集体系

(1) 収集

収集対象は生活系ごみとしています。事業系ごみについては、事業者自ら施

設へ搬入するか、許可業者による収集としています。  

  また、ごみの収集は業者への委託を原則としています。可燃ごみ、不燃ごみ、

資源ごみは、ステーション方式で収集しており、粗大ごみは直接搬入のほか、

許可業者により収集しています。  

大分類 中分類 小分類 収集分類 収集回数 

行 

政 

回 

収 

可燃ごみ 可燃ごみ 

ステーション 

直接搬入 

ステーション:週２回 

直接搬入:随時 

プラスチック製容器包装 プラスチック製容器包装 ステーション:週１回 

直接搬入:随時 ミックスペーパー ミックスペーパー 

不燃ごみ 不燃ごみ 

ステーション： 月2回 

直接搬入： 随時 

缶 

スチール缶 

アルミ缶 

スプレー缶 

びん 

生きびん 

無色透明びん 

茶色びん 

その他びん 

ペットボトル ペットボトル 

蛍光灯 蛍光灯 

金属類 金属類 

埋立ごみ ガラス・ 陶磁器類 

ライター ライター 

傘 傘 

小型家電 小型家電 

紙類 

新聞 

雑誌 

ダンボール 

紙パック 紙パック 
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行 

政 

回 

収 

布類 布類 ステーション 

直接搬入 

ステーション： 月2回 

直接搬入： 随時 乾電池 乾電池 

埋立ごみ 埋立ごみ 

直接搬入 随時 粗大ごみ 粗大ごみ 

刈草・ 剪定枝 草・ 剪定枝等 

民間回収 食用廃油 食用廃油 拠点回収 
半島側： 随時 

離島側： 年４回 

集 

団 

資 

源 

回 

収 

古紙 

新聞 

集団資源回収 団体による 

雑誌 

ダンボール 

紙パック 紙パック 

布類 布類 

缶 アルミ缶 

生きびん 生きびん 

表 2-2-1 ごみの分別区分と収集方法

(2) 中間処理及び最終処分

  可燃ごみ、不燃ごみ、可燃・ 不燃粗大ごみを知多南部広域環境組合（ 通称：

ゆめく りん）へ収集または直接搬入された場合、可燃ごみについては焼却施設

で焼却し、不燃ごみ及び可燃・不燃粗大ごみは破砕施設でより細かく破砕し、

資源として利用できる部分は再資源化し、残ったもののうち可燃ごみは焼却、

不燃ごみは埋立処分を行います。  

  一旦、知多南部広域環境組合へ搬入された資源化できるものについては、知

多南部広域環境組合が直接売却できるものは再生事業者へ収集業者を経由し

て売却しています。  

  また、分別収集等で回収された資源ごみ、知多南部クリーンセンターへ直接

搬入された資源ごみ、資源粗大ごみについては知多南部クリーンセンター（ 知

多南部衛生組合）において圧縮・ 選別処理を行い、その後、有価物においては

業者へ売却しています。  

  知多南部クリーンセンターへ直接搬入された埋立ごみは知多南部衛生組合

一般廃棄物最終処分場において埋立処分を行います。 

  正しい分別とリサイクルをすることにより、ごみ処理量を抑え、施設を適切

に維持管理することで長寿命化を図ります。  

  なお、知多南部衛生組合は隣接する美浜町と本町の２町の一般廃棄物処理

（ 主に資源ごみ、埋立ごみ）を受け持ち、知多南部広域環境組合は、構成する
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２市３町（ 半田市、常滑市、南知多町、美浜町及び武豊町）の一般廃棄物処理

（ 主に可燃ごみ、不燃ごみ） を受け持っております。  

中間処理施設の概要

表 2-2-2 ～ 2-2-6 ごみ処理施設の概要

項 目 内        容 

名 称 知多南部広域環境センター 

所 在 地 武豊町一号地11番地37 

供 用 開 始 令和４年４月１日 

建 築 面 積 8, 215. 95m2

処 理 方 式 全連続燃焼方式（ ストーカ方式）  

処 理 能 力 283t/24h（ 141. 5t/24h×2炉）  

表 2-2-2 焼却処理施設

項 目 内        容 

名 称 知多南部広域環境センター 

所 在 地 武豊町一号地11番地37 

供 用 開 始 令和4年4月 

処 理 能 力 不燃・ 粗大ごみ処理施設 14t/5h 

処 理 方 法 二軸剪断破低速回転式、堅型高速回転式 

表 2-2-3 不燃・ 粗大ごみ処理及び再生利用施設

項 目 内        容 

名 称 知多南部クリーンセンター（ リサイクルプラザ）  

所 在 地 南知多町大字内海字樫木77番1 

供 用 開 始 平成10年4月 

処 理 能 力 缶類プレス機  13. 1t/5h 

ペットボトル圧縮梱包器   0. 5t/5h 

建 築 面 積 1, 706m2

表 2-2-4 再生利用施設
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項 目 内        容 

名 称 知多南部広域環境組合 ごみ中継施設 

所 在 地 南知多町大字内海字樫木77番1 

供 用 開 始 令和７年４月（ 令和４年４月から令和７年３月ま

では仮の施設で供用）  

面 積 421㎡ 

表 2-2-5 廃棄物運搬中継施設（ 可燃ごみ・ 不燃ごみ）

項 目 内        容 

名 称 知多南部衛生組合 ストックヤード 

所 在 地 南知多町大字内海字樫木77番1 

供 用 開 始 平成10年４月（ 既設部分）  

令和７年４月（ 新設部分）  

面 積 534. 9㎡（ 既設部分）  

600㎡（ 新設部分）  

表 2-2-6 マテリアルリサイクル推進施設

最終処分場の概要

項 目 内        容 

名 称 知多南部衛生組合 一般廃棄物最終処分場 

所 在 地 南知多町大字内海地内 

供 用 開 始 平成23年４月 

埋 立 面 積 8, 500 m2

埋 立 容 量 40, 000 m3

埋 立 構 造 準好気性埋立（ サンドイッチ方式）  

汚水処理方法 カルシウム除去+生物化学的脱窒+凝集沈殿+砂ろ

過+活性炭吸着+キレート吸着+消毒 

表 2-2-7 最終処分場
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２ ごみ処理の実績

ごみの排出量の推移

本町のごみ排出量の推移は以下のとおりです。事業系ごみの排出量は令和

４年度の知多南部広域環境組合での焼却施設供用開始に伴い、一般廃棄物に

対する考え方をより厳格化したため、随分、減少しました。また、家庭系ごみ

の排出量の減少については、令和３年度から可燃ごみ（ 指定ごみ袋への賦課）

及び粗大ごみの有料化等を実施したことが挙げられます。  

※年号は「 令和」  

項 目 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

総ごみ排出量 10, 296ｔ 8, 179ｔ 6, 772ｔ 6, 366ｔ 5, 672ｔ

うち家庭ごみ 

排出量 

6, 893ｔ 4, 587ｔ 4, 366ｔ 4, 122ｔ 3, 616ｔ

うち事業ごみ 

排出量 

3, 403ｔ 3, 592ｔ 2, 406ｔ 2, 244ｔ 2, 056ｔ

１人１日あたり

家庭ごみ排出量 

965ｇ 554ｇ 524ｇ 517ｇ 496ｇ

総資源化量 1, 394ｔ 1, 502ｔ 1, 869ｔ 1, 247ｔ 1, 226ｔ

家庭系 

リサイクル率 

13. 5％ 18. 4％ 27. 6％ 19. 6％ 20. 8％

 愛知県発行 一般廃棄物処理実態調査による（ 令和２～５年度）  

 南知多町町役場まちなみ環境課まとめ（ 令和６年度）  

表 2-2-8 ごみ排出量の推移

３ ごみ処理の課題

(1) ごみ減量化の課題

  本町の家庭ごみの排出量は有料化により少しずつ減少を続けていますが、

可燃ごみの中には食品残渣が多く含まれており、その削減・減量が課題となっ

ています。  

  また、可燃ごみのうち、重量がかさむ生ごみや草木などについて、できるだ

け乾燥させてから排出してもらう、草木についてはたい肥化（ 資源化）するよ

う周知徹底する必要があります。  

  加えて可燃ごみのうち「 紙、布類、ペットボトル、プラスチック製容器包装」

などについて、燃やすごみとしてではなく 、資源ごみとして排出してもらう必

要があります。  

  将来的には2022年４月に施行されたプラスチック資源循環促進法に基づき、
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硬質系プラスチックに関しても資源物として排出するよう美浜町及び知多南

部衛生組合と協議しながら整備していく必要があります。

(2) 資源ごみの回収と再資源化の課題

  月２回実施している分別収集、豊浜、大井、日間賀島地区で実施しているエ

コステーション、知多南部衛生組合で回収しているリサイクルステーション

において、各品目の性質にあった適正処理が円滑に行えるよう、資源ごみを適

正に分別して排出してもらう必要があります。  

(3) 収集運搬に関する課題

  家庭ごみ及び資源ごみの排出時間帯の遵守徹底により、迅速かつ適正な収

集体制を構築し、なおかつ生活環境の保全を図るため、家庭ごみの適正排出を

徹底し、ごみの不適正排出が生じないようにする必要があります。  

(4) 不法投棄に関する課題

  ポイ捨ても含めた不法投棄は厳しい罰則を伴う犯罪であるということ、加

えて原因者が特定できない不法投棄ごみは、土地の所有者または管理者に撤

去義務があることを周知徹底していく必要があります。  

  また、警察や県の環境部局、地元区等との協働により、環境整備など改善を

図り、不法投棄の撲滅に向けての取り組みを強化する必要があります。  

(5) 無許可の不用品回収業者に関する課題

  不法投棄にもつながりかねない無許可の不用品回収業者を利用しないよう、

住民に周知徹底する必要があります。  

(6) 災害廃棄物に関する課題

  集中豪雨や洪水、巨大地震などの甚大な自然災害により生じた廃棄物につ

いては、住民生活の早期復旧・ 復興に寄与するため、国・ 県及び関係自治体並

びに業界団体などと連携し、迅速かつ適正に処理する必要があります。  

  これら災害廃棄物については、令和７年度３月改定の南知多町災害廃棄物

処理計画に基づき適正に処理します。  
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第３節 ごみ処理に関する基本的事項

１ 基本方針

 本町は、ごみの減量と持続可能な循環型社会・脱炭素社会の構築を目指すため、

以下のとおり定めることとします。  

 ・ 排出抑制対策の推進 

 ・ 断る（ Refuse）、発生抑制（ Reduce）、再使用（ Reuse）、再利用（ Recycl e）、

修理して使い続ける（ Repai r） の推進 

 ・ 適正な中間処理及び最終処分 

 ・ 環境に配慮した効率的なごみ処理体系の構築 

２ 計画目標年度

  本計画の期間は、令和８年度から令和17年度までの10年間とします。  

  ただし、ごみ処理に関する諸条件に大きな変動が生じた場合は、必要に応じ

て見直しを行うこととします。  

３ ごみの発生量及び処理量の見込み排出抑制及び再生利用に関する目標

  排出抑制に関する目標値については、「 知多南部地域循環型社会形成推進地

域計画第４期」 令和６年11月作成時の資料において、令和７年度末の１人１

日あたりの家庭系ごみ排出量を699g（ 資源を除く場合は506g） としています

が、令和６年度（ 2024年度）の実績は680g（ 資源を除く場合は496g）であり、

今のところ順調に目標達成しています。  

  また、人口減少社会を迎える中、町全体のごみの発生量及び処理量は今後も

減少するものと予測されます。  

  こうしたことから、本計画における中間年度である令和11年度（ 2029年度）

末時点での目標値は１人１日あたり 657g（ 資源を除く場合は486g） とし、最

終目標年度は令和16年度（ 2034年度）で１人１日あたり 615g（ 資源を除く場

合は463g） とし、引き続きごみ減量に取り組むこととします。

  なお、国の施策や社会経済動向のほか、生活様式の変化に伴い家庭から排出

されるごみの量に大きく変動がみられる場合などにおいては、必要に応じて

目標値の見直しを行うものとします。  
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 実績値 

令和６年度 

（ 2024年度）

中間目標 

令和９年度 

（ 2027年度）

中間目標 

令和11年度 

（ 2029年度）

最終目標 

令和16年度 

（ 2034年度）

町民一人一日

あたりの家庭

系ごみ排出量 

生活系ごみ総量 

６８０g/人・ 日 

資源を除く  

４９６g/人・ 日

生活系ごみ総量 

６６７g/人・ 日 

資源を除く  

５１０g/人・ 日 

生活系ごみ総量 

６５７g/人・ 日 

資源を除く  

４８６g/人・ 日

生活系ごみ総量 

６１５g/人・ 日 

資源を除く  

４６３g/人・ 日

資源化率 20. 8％ 30. 7％ 17. 9％ 17. 0％ 

表 2-3-1 生活系ごみの排出量及び資源化率の目標

目標値データの詳細は別紙による。  

令和９年度の目標値については、令和５年３月に策定した南知多町ごみ減量

化計画の数値を用いるものとする。  

４ ごみの排出抑制のための方策に関する事項

ごみの適正処理における実施者の役割

  計画を実施していくために、住民、事業者、行政それぞれの役割について以

下のとおり示します。  

住民

・ 不要なものは買わない、受け取らない

  商品の購入にあたっては、繰り返し使用できる商品、詰め替えタイプの商品、

耐久性のある商品を積極的に購入する。賞味期限・消費期限に関して正しく理

解し、適量を購入することで、食品ロスの削減に努める。  

・ 過剰包装の自粛

  不要な包装を断り、積極的に簡易包装に努め、マイバックを持参することで、

レジ袋等の排出削減に努める。  

・ 生ごみの減量・ 自家処理への取り組み

  家庭から排出される手つかずの食品・食材や食べ残しなど、食品ロスの削減

に努める。  

  生ごみは、アスパやコンポスト、電動生ごみ処理機などを使用して たい肥

化を図り、家庭菜園などで活用することで、ごみとしての排出を抑制する。  

・ 不用品の利活用を考える

  不要となったものであっても、ごみとして処分するのではなく 、不用品交換
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やフリーマーケット、バザー、リサイクルショップなどを利用して、リユース

を促進する。  

・ ごみを適正に処理する

  家庭から出たごみは、ごみと資源の分け方・ 出し方BOOKを参考に、正しく

分別を行い、指定の排出ルールに従ってごみ出しを行う。  

  家電４品目、処理困難物（ 知多南部広域環境センター、知多南部クリーンセ

ンターで処理できないもの）は、ごみ集積所や分別収集会場には出さず、廃棄

物専門処理業者に処理を依頼するなど適正処分を行う。  

事業者

・ 使い捨て商品の使用の抑制

  詰め替え式の商品をできる限り採用すること等により、販売業者は使い捨

て商品の販売を抑制する。  

・ 簡易包装の実施・ レジ袋削減の実施

  過剰包装を控え、簡易包装を積極的に行うとともに、マイバック利用の推奨

を図るなど、容器包装及びレジ袋の削減を推進する。  

・ 食品関連事業者による生ごみ削減への取り組みの実施

  食品関連事業者においては、生ごみの排出量の削減に向け、材料の適切な数

量管理や生ごみのたい肥化などの自主的な処理の実施に努める。  

・ 資源物の自主回収ルートの確保

  事業者が商品に利用したトレイなどの再資源化が可能なごみについては、

率先して自主回収に取り組むものとする。  

・ 事業所内でのごみの分別の徹底

  事業所で発生するごみの分別を徹底し、資源化を促進する。  

行政

・ ごみ減量に関する情報提供

  町ホームページや広報などで、ごみ処理に関する情報を周知するとともに、

ごみ減量やリサイクルに関する様々 な情報を発信し、住民が積極的にごみ減

量に取り組めるよう啓発を行う。  
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・ 排出マナーの向上

  ごみ集積所や分別収集会場でごみ出しマナーが守られていない箇所を把握

し、周知看板の設置や回覧等を実施することで、ごみ出しマナーの向上に努め

る。  

・ ごみ組成の把握

  家庭から排出される可燃ごみの組成調査（ 内海、豊浜、師崎、篠島及び日間

賀島の５地区） を行い、可燃ごみに含まれる単位堆積重量、三成分（ 水分、灰

分及び可燃物） 及び発熱量の把握に努める。  

・ 家庭における生ごみ処理の支援

  アスパの無料配布、コンポストや電動生ごみ処理機の普及啓発に努め、各家

庭での生ごみ減量に向けた支援を図る。  

・ 環境教育等

  出前講座等を実施し、ごみ処理の現状と正しいごみの分け方・出し方を理解

してもらい、ごみ減量に関する住民の意識を高める。また、外国語で掲載され

たごみの分け方・ 出し方BOOKや外国語で注意喚起の掲載されたポスターの掲

示等を行っています。一部の外国人技能実習生に対し、ごみの出し方について

講義を実施し、外国の方々 にもごみ減量に関する理解を深めてもらう。  

５ その他ごみ処理に関し必要な事項

(1) 適正処理困難物への対応

  家電４品目を始めタイヤや消火器、バッテリーなど知多南部衛生組合及び

知多南部広域環境組合の施設では処理が困難なごみについては、排出者が自

ら専門の処理業者等へ依頼して処理します。  

(2) 一般廃棄物収集運搬業許可

  事業系一般廃棄物は、排出事業者又は許可業者により収集運搬することが

できますが、現状の事業系一般廃棄物の排出量や事業者数などを勘案すると、

許可業者は充足している状況であり、適正な処理が行われていると考えられ

ます。  

(3) 不法投棄・ ポイ捨てごみ対策

  環境美化推進員や町民からの通報、定期的な環境パトロールの実施及び啓

発看板の設置により、不法投棄の未然防止に努めます。  
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(4) 災害廃棄物対策

「 南知多町災害廃棄物処理計画」により、災害廃棄物が発生した場合に必要

となる廃棄物の仮置き場や、緊急的な処理処分方法の確保を進めます。  

  また、災害廃棄物処理の訓練実施等により、災害時に迅速に対応できる体制

を構築します。  

(5) ごみ収集・ 処理に係る経費負担の適正化

  ごみ処理経費の動向を注視し、経費負担の適正化に努めます。  



Σ

Σ

Σ

「 第４期循環型社会形成推進地域計画」 ： 知多南部広域環境組合作成時資料より


